
平成２１年８月４日

文 部 科 学 省

我が国における保障措置活動状況等について

１．保障措置活動状況等の報告について

文部科学省では、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原

子炉等規制法」という。）に基づき、原子力平和利用の確保のための保障措置*を実施し

ています。2008年（平成20年）分の保障措置活動状況、核燃料物質量のデータ及びこれ

らに対する国際原子力機関（IAEA）の評価について、以下のとおり報告します。

＊：保障措置

保障措置とは、核物質が核兵器やその他の核爆発装置に転用されることを防

止するための手段です。

我が国は、核不拡散条約（NPT）に基づき、IAEAとの間で日･IAEA保障措置協

定を締結しており、これら国際約束を履行するため、関係機関により、原子炉

等規制法に基づいて、次のような保障措置活動が実施されています。

①計量管理 （原子力事業者が核物質量を国に報告）

②封じ込め／監視（核物質の移動等を封印、監視カメラ等により確認）

③査察 （国及びIAEAの査察官が原子力施設に立ち入り、核物質の

計量及び管理の状況を確認）

さらに、日･IAEA保障措置協定の追加議定書に基づき、未申告の核物質や原子

力活動が無いこと等を確認するためIAEAが指定する場所に対して行う補完的な

アクセスに、我が国の査察官が立会う等の活動を実施しています。

２．保障措置活動状況等に関するデータの取りまとめについて

原子炉等規制法に基づき、原子力事業者から得られる計量管理報告や査察の実績を、

このほど、以下のとおり取りまとめました。

（１）我が国における保障措置に係る核燃料物質量一覧

①主要な核燃料物質移動量（2008年）

②原子炉等規制法上の規制区分別内訳（2008年12月31日現在）

③国籍区分別内訳（2008年12月31日現在）

（２）我が国における保障措置活動状況（2008年）

３．我が国における保障措置活動の結果について

IAEAは、2008年の保障措置活動の結果として、我が国の「すべての核物質が平和的活

動の中にとどまっている」との保障措置結論を得たことを、このほど（7月29日：ウィ

ーン時間）、2008年版保障措置声明において明らかにしました。
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し
て

い
る

。

注
2
) 
(1

)②
原

子
炉

等
規

制
法

上
の

規
制

区
分

別
内

訳
に

示
し

た
核

燃
料

物
質

量
を

国
籍

別
に

計
上

し
て

い
る

。
　

　
　

な
お

、
複

数
国

籍
の

も
の

は
そ

れ
ぞ

れ
の

国
籍

区
分

に
重

複
し

て
計

上
し

て
い

る
。

注
3
) 
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
量

に
つ

い
て

は
「
国

際
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
指

針
」
に

基
づ

き
IA

E
A

に
報

告
す

る
我

が
国

の
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
保

有
量

で
あ

り
、

原
子

炉
内

装
荷

分
は

除
か

れ
る

。
　

　
　

但
し

、
保

障
措

置
上

は
、

国
内

の
全

て
の

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

を
そ

の
対

象
と

す
る

観
点

か
ら

、
原

子
炉

内
装

荷
分

も
含

め
て

管
理

し
て

い
る

。

そ
の

他

ア
メ

リ
カ

イ
ギ

リ
ス

フ
ラ

ン
ス

カ
ナ

ダ

オ
ー

ス
ト

ラ
リ
ア

中
国

 　
　

  
 核

燃
料

物
質

の
区

分

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
注

1
)

　 国
籍

の
区

分

  
  

  
  

注
2
) ユ

ー
ラ

ト
ム

IA
E
A

(１
) 
③

　
国

籍
区

分
別

内
訳

濃
縮

ウ
ラ

ン
ト

リ
ウ

ム
　

　
　

（
ｔ）

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

 注
3
)

　
　

　
　

　
　

（
kg

）
劣

化
ウ

ラ
ン

　
　

　
　

　
（
ｔ）

天
然

ウ
ラ

ン
　

　
　

　
（
t）
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（
２
）
我

が
国

に
お
け
る
保

障
措

置
活

動
状

況
（
２
０
０
８
年

）

施
設
数

注
１

）

2
0
0
7
年
実
績

(参
考

)

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

6
6

40
2

25
,4

24
27

2
25

24
7

29
2

80
75

3,
68

7
32

3,
58

8
56

4
69

49
5

49
1

3
3

1,
04

5
89

,7
85

1,
43

4
74

1,
36

0
1,

49
3

17
3

26
1,

87
7

85
,6

33
49

3
22

47
1

51
5

26
2

11
0

7,
01

1
52

4,
43

0
2,

76
3

19
0

2,
57

3
2,

79
1

11
2

11
2

-
11

1

21
21

-
17

26
2

11
0

7,
01

1
52

4,
43

0
2,

89
6

32
3

2,
57

3
2,

91
9

注
１
）
IA
E
A
に
よ
る
査

察
対

象
の

総
事

業
所

数
を
記

載
し
て
い
る
。

注
２
）
２
０
０
８
年
に
査
察
実
績
の
あ
っ
た
事
業
所
数
を
記
載
し
て
い
る
。

注
３
）
原
子
炉
等
規
制
法
に
基
づ
き
事
業
者
か
ら
報
告
さ
れ
た
在
庫
変
動
報
告
、
物
質
収
支
報
告
、
実
在
庫
量
明
細
表
の
件
数
の
合
計
を
記
載
し
て
い
る
。

注
４
）

注
５
）
ＩＡ
Ｅ
Ａ
に
提
供
し
た
施
設
の
設
計
情
報
等
の
正
確
性
及
び
完
全
性
を
検
認
・
検
査
す
る
も
の
。
（
ＩＡ
Ｅ
Ａ
の
定
義
す
る
査
察
人
・
日
に
は
含
ま
れ
な
い
。
）

注
６
）

注
７
）
査
察
業
務
の
減
少
は
、
統
合
保
障
措
置
（
全
て
の
保
障
措
置
手
段
を
最
適
な
形
で
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
査
察
回
数
を
減
ら
し
て
も
効
果
を
維
持
で
き
る
手

法
）
の

効
果

等
に
よ
る
も
の

で
あ
る
が

、
保

障
措

置
業

務
と
し
て
は

、
査

察
業

務
以

外
に
も
、
監

視
カ
メ
ラ
や

測
定

機
器

の
整

備
・
調

整
を
は

じ
め
、
設

計
情

報
や

保
障

措
置

手
法

の
適

用
に

か
か
る

IA
EA

と
の
調
整
・
手
続
き
等
が
あ
り
、
保

障
措
置
業
務
全
体
と
し
て
は
、
原
子
力
利
用
の
拡
大
に
伴
な
い
業
務
量
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。

計
量
管
理
報
告

国
の
職
員
に

よ
る
人
・
日

指
定
保
障
措

置
検
査
等
実

施
機
関
に
よ
る

人
・
日

報
告
件
数

注
３

）

 
我
が
国
に
お
け
る
査
察
実
績
人
・
日

デ
ー
タ
処
理
件
数

2
0
0
8
年
実
績

追
加
議
定
書
に
基
づ
き
、
未
申
告
の
核
物
質
や
原
子
力
活
動
が
な
い
こ
と
等
を
確
認
す
る
た
め
、
我
が
国
の
立
会
い
の
下
、
従
来
ア
ク
セ
ス
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場

所
に
対

し
て
ＩＡ
Ｅ
Ａ
が
立
ち
入
る
も
の
。
（
ＩＡ
Ｅ
Ａ
の
定
義
す
る
査
察
人
・
日
に
は
含
ま
れ
な
い
。
）

 
 
 
再
　
処
　

理

東
京

電
力

福
島

第
一

原
子

力
発

電
所

使
用

済
燃

料
共

用
プ

ー
ル

（
使

用
施

設
）

分
を

含
む

。

 
 
 
使
　
　
　

用

合
　
　
　
計

補
完
的
な
ア
ク
セ
ス

注
６

）

 
設
計
情
報
検
認
等

注
５

）

小
　
　
　
計

 
 
 
原
　
子
　

炉
注

４
）

査
察

実
績

施
設

数
注
２
）

 
 
 
製
　
　
　

錬

 
 
 
加
　
　
　

工

原
子

炉
等
規
制
法
上

の
規
制
区
分
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